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北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  平成３１年３月１４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第１０号 

   北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正

する規則 

北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年北九州市規

則第８８号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「１００分の７．５」を「１００分の８」に改める。 

   付 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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北九州市公告第１５２号 

北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号。以下「条例

」という。）第１３条第２項の規定により平成３０年北九州市公告第８０２号

で縦覧に供した（仮称）新・日明工場建設事業環境影響評価準備書について、

環境の保全の見地からの意見書を作成したので、条例第１６条第２項の規定に

基づき、次のとおり公告する。 

  平成３１年３月１４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 景観の評価について 

 本事業の事業実施区域は、北九州市都市景観条例（平成２０年条例第５２

号）第５条第１項に規定する景観計画において臨海部産業景観形成誘導地域

に位置している。景観に係る評価は、視認性だけで行うのではなく、本事業

で建設する建築物は地域の景観を構成する一部であることを考慮し、環境保

全目標を見直すとともに、再度評価を行うこと。 

２ 環境保全措置について 

 本図書において検討された環境保全措置により事業者の実行可能な範囲内

で環境への影響は低減されているが、排出ガスの処理方式をはじめとする施

設の諸元の詳細部分については、引き続きより良い技術の導入を検討するこ

と。 
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